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年　　月　　日　

　　様

大町町長　　　　　　　　　　　　

大町町乳児等支援支給認定証（こども誰でも通園制度認定証）

先に申請のありました乳児等支援給付認定について、下記のとおり認定しました。

記

	乳児等支援支給認定証番号
	　

	児童氏名
	

	児童生年月日・性別
	　　　　年　　月　　日

	保護者住所
	

	保護者氏名
	

	保護者生年月日
	　　　　年　　月　　日

	認定の有効期間
	　　　　年　　月　　日　～　　　　年　　月　　日
　なお、保育所、認定こども園等に入所した場合は、上記期間内であっても認定が取り消されます。
　また、保護者が町外に転出した場合は、認定が取り消されます。

	交付年月日
	　　　　年　　月　　日



	障害児加算
	　

	医療的ケア児加算
	

	要支援家庭のこども加算
	

	負担軽減加算
	

	負担軽減加算適用開始日
	　　　　年　　月　　日


（教示）
この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に、大町町長に対して審査請求をすることができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から３月以内であっても、この処分の日の翌日から１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。
また、この処分の取消しを求める訴えをするときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、大町町を被告として（訴訟において大町町を代表する者は、大町町長となります。）、提起することができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から６月以内であっても、この処分の日の翌日から１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、審査請求をしたときは、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に提起することとなります。
